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羽
黒
山
と
い
え
ば
、
月
山
・
羽
黒
山
・
湯
殿
山
と
と
も
に
出
羽
三
山
を
構
成
す
る
修
験

の
山
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
山
岳
修
験
の
霊
場
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
戸
川
安
章
・
岩
鼻
通
明
氏
ら
に
よ
る
近
世
を
中
心
と
し
た
民

俗
学
的
・
地
理
学
的
成
果
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
１

。
他
方
、
伊
藤
清
郎
２

氏
ら
の

歴
史
学
的
研
究
は
、
八
宗
兼
学
の
地
方
有
力
学
問
寺
院
と
し
て
の
姿
に
光
を
当
て
た
。

よ
う
す
る
に
、
羽
黒
山
寂
光
寺
は
、
一
方
で
は
修
験
の
寺
と
し
て
、
他
方
は
、
僧
位
・
僧

官
を
有
す
る
官
僧
３

の
住
む
学
問
寺
と
し
て
の
羽
黒
山
に
注
目
し
て
い
る
。前
者
は
近

世
に
、
後
者
は
古
代
・
中
世
に
注
目
し
た
結
果
と
い
え
る
。
い
ず
れ
の
指
摘
も
、
そ
れ
ぞ

れ
に
説
得
力
あ
る
も
の
で
、
示
唆
に
と
ん
で
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
中
世
の
羽
黒
山
に

注
目
す
る
こ
と
で
、
両
者
を
止
揚
す
る
新
た
な
像
を
提
示
し
た
い
。
よ
り
言
う
な
ら
、

有
力
官
僧
寺
院
か
ら
（
近
世
に
お
い
て
も
、
そ
の
性
格
を
完
全
に
失
う
わ
け
で
は
な
い

が
）、
ど
の
よ
う
に
し
て
修
験
の
寺
に
性
格
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
、
見
て
み
よ
う
。

　

し
か
し
、
羽
黒
山
の
中
世
史
は
、
な
ぞ
に
包
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
残
存
す
る
史

料
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
に
よ
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
奥
州
・
出
羽
・
佐
渡
・

越
後
・
信
濃
は
羽
黒
権
現
の
敷
地
と
い
わ
れ
、「
西
二
十
四
ヶ
国
は
紀
州
熊
野
三
所
権

現
の
、
九
州
九
ヶ
国
は
彦
山
権
現
の
、
東
三
十
三
ヶ
国
は
羽
黒
山
権
現
の
領
地
だ
」

と
い
わ
れ
た
４

羽
黒
山
の
中
世
史
が
貧
弱
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
承
元
三
（
一
二
〇
九
）
年
に
、
羽
黒
山
の
僧
侶
た
ち
が
大
泉
庄
地
頭

大
泉
氏
平
を
所
領
「
千
八
百
枚
」
を
押
領
し
、
羽
黒
山
内
の
事
に
介
入
し
た
と
し
て

鎌
倉
幕
府
に
訴
え
、幕
府
も
羽
黒
山
の
言
い
分
を
認
め
た
５

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

一
枚
を
一
町
と
す
れ
ば
千
八
百
町
の
所
領
を
有
す
る
地
方
の
巨
大
寺
院
で
あ
っ
た
。

ま
た
、『
太
平
記
』に
見
ら
れ
る
雲
景
未
来
記
の
作
者
雲
景
は
羽
黒
の
山
伏
で
あ
っ
た
６

。

こ
の
よ
う
に
、
中
世
の
羽
黒
山
は
そ
の
存
在
を
日
本
中
に
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
中
世
の
羽
黒
山
の
実
態
に
迫
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
。
け
れ

ど
も
、
や
は
り
資
料
の
少
な
さ
は
遺
憾
と
も
し
が
た
い
。
し
か
し
、
幸
い
に
も
今
回
、

以
下
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
二
点
の
新
資
料
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
そ

れ
ら
を
紹
介
し
つ
つ
中
世
の
羽
黒
山
の
実
態
に
迫
ろ
う
。

第
一
章　

新
発
見
の
二
点
の
中
世
文
書

史　

料（
一
）７

　
　
　
　
　
　
　

（
花
押
）

　
　

な 
か
を   
く
へ
い
の
こ
ほ

           

り
の
ち
し
き
た      
う
た        
う

（　
　

中　
　

奥　
　

閉　
　

伊　
　

郡

           

の
事

之　
　

知　
　

識　
　

等　
　

　々
　

）  

さ
な
た

     
（ 

真 

田 

）

の
四
郎 
さ
へ
も
ん 
に
、
今
年
よ
り
し
て 
も
た 
す
る
也
、 
せ
ん
れ
い 
の 

（ 

左 

衛 

門 

） 

（
持
） 

（　

先　

例　

）

 
こ
と
く 
、

（　

如　

）

 

い
き
な
く  
し
よ
や
く 
共 
つ
と
め 
候 
へ
き  
も
の
な
り 
、
亦
き
や
う
こ
ふ

       

も

（　

異　

議　

） 

（　

諸　

役　

） 

（　

勤　

） 

（
可
） 

（　

者　

也　

） 

（　

向　

後　

）

此 
は
ん
き
や
う 
を 
も
た 
さ
ら
ん
物
ハ
、 

ち
し
き
た
う
た
う 
を
ひ 
か

（　

判　

形　

） 

（
持
） 

（　

知　

識　

等　

　々

） 

（
引
）

    

す 
へ
か 
ら
す
、

（
可
）

二
迫 
う
く
ひ
さ
わ 
の
住
人
木 
ほ
と
け 
殿 
も
た 
す
る
也
、
此

（　

鶯　
　
　

沢　

） 

（　

仏　

） 

（
持
）

旨
を
存 
ち 
せ
ら
る 
へ
き 
也

（
知
） 

（
可
）

　
　
　
　
　

康
暦
二
年
十
一
月
十
五
日 

羽
黒
修
験
の
中
世
史
研
究

― 
新
発
見
の
中
世
史
料
を
中
心
に 
―

 
松

尾

剛

次

（
文
化
シ
ス
テ
ム
専
攻
思
想
文
化
領
域
担
当
）

― (21) 256 ―



羽黒修験の中世史研究 ―― 松尾

史　

料（
二
）８

弐
迫 
う
く
ひ 
沢
木
仏
等
先
達
之
者
、
南
大
沢
秋
山
大
夫
殿 
あ
つ
く 
る
分
、
大
沢
、

（　

鶯　

） 

（　

預　

）

ま
つ
は
た
け
、
こ
ほ
り
わ
た
三
郷
也

一
、
柳
目
源
内
二
郎 
あ
つ
く 
る
分
、 

や
な
き
の
め 
の
郷
也

（　

預　

） 

（　

柳　
　

目　

）

一
、
上
方
郷
八
幡
の
祢
宜
殿 
あ
つ
く 
る
分
、 

う
ハ
か 
た
、 

い
つ
み
さ 
は
、 

い
た 

（　

預　

） 

（　

上　

方　

） 

（　

泉　

沢　

） 

（　

板

 
か
さ
き 
、
此
三
郷
也

　

崎　

）

一
、
あ
ね
ハ
も
て
き
の
藤
平
郎 
あ
つ
く 
る
分
、 

あ
ね
ハ 
上
下
郷
な
り

（　

預　

） 

（ 

姉 

歯 

）

一
、
黒
瀬
か
し
ま
の
大
夫
六
郎
ニ 
あ
つ
く 
る
分
、 く
ろ
せ 
、た
る
ま
つ
、上 
く
ろ
せ 
、

（　

預　

） 

（ 

黒 

瀬 

） 

（ 

黒 

瀬 

）

 
し
や
う 
野
也

（ 

城 

生 

）

一
、
鳥
屋
の 
み
こ  
あ
つ
く 
る
分
、 

ふ
く
ろ 
、 

か
た
こ 
沢
、 

し
ま
め
く
り 
、
桜
田
、

（
巫
女
） 

（　

預　

） 

（　

袋　

） 

（ 

片 

子 

） 

（　

島　
　

廻　

）

み
つ
た
ま
、
五
ケ
所
也

今
年
よ
り
し
て
木
仏
可
為
成
敗
候

　
　
　
　
　

応
永
廿
五
年
九
月
四
日　
　

（
花
押
） 

　

史
料（
一
）も（
二
）も
、
い
ず
れ
も
鶴
岡
市
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
所
蔵
の
「
羽
黒

山
玉
蔵
坊
文
書
」（
以
後
、「
玉
蔵
坊
文
書
」
と
略
す
）
の
中
か
ら
私
が
見
い
だ
し
た

文
書
で
あ
る
。

　

「
玉
蔵
坊
文
書
」
は
、
平
成
十
五
年
に
真
田
英
明
氏
か
ら
鶴
岡
市
立
図
書
館
郷
土
資

料
室
に
寄
託
さ
れ
た
。
真
田
家
は
、
羽
黒
山
の
妻
帯
修
験
の
ト
ッ
プ
に
立
っ
て
い
た

真
田
氏
の
子
孫
で
あ
る
９

。
承
久
の
乱
に
際
し
て
、
鎌
倉
幕
府
は
真
田
家
久
を
「
所
司

代
」
と
し
て
羽
黒
山
へ
派
遣
し
た
。
真
田
家
久
は
、
乱
の
平
定
後
も
鎌
倉
に
帰
ら
ず
、

奥
州
の
玉
造
郡
を
中
心
と
す
る
霞
場
を
開
拓
し
、
玉
造
坊
と
称
し
た
。
真
田
氏
の
子

孫
が
玉
蔵
坊
で
あ
る　

。
真
田
氏
は
手
向
に
住
ん
で
妻
帯
修
験
の
頂
点
に
立
ち
、種
々

10

の
特
権
を
有
し
た　

。
11

　

史
料（
一
）・（
二
）の
内
容
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
新
発
見
の

文
書
で
、
か
つ
、
最
も
古
い
古
文
書
で
あ
る
。
だ
が
、
調
査
を
進
め
て
行
く
と
、『
宮

城
県
史　

三
〇
』　

や
『
神
道
大
系
出
羽
三
山
神
社
』　

に
、
そ
れ
ら
と
ほ
ぼ
同
じ
文
書

12

13

を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
宮
城
県
北
部
の
鶯
沢
町
に
所
在
す
る

「
白
鶯
山
文
書
」
と
し
て
豊
田
武
氏
が
は
じ
め
て
紹
介　

さ
れ
た
文
書
と
ほ
ぼ
そ
っ
く

14

り
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
後
述
の
ご
と
く
内
容
か
ら
も
本
来
は
同
一
の
も
の
で
あ
る

と
判
断
さ
れ
る
。
結
論
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
史
料（
一
）・（
二
）は
発
給
者
の
真

田
氏
側
に
遺
さ
れ
た
控
え
と
い
う
べ
き
で
、『
宮
城
県
史　

三
〇
』
や
『
神
道
大
系
』

の
「
白
鶯
山
文
書
」
は
、
権
利
者
側
に
遺
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、「
白
鶯
山
文
書
」
は
、
残
念
な
こ
と
に
は
昭
和
十
一
年
の
火
災
に
よ
っ
て

焼
失
し
、
東
大
史
料
編
纂
所
に
影
写
本
が
残
る
に
過
ぎ
な
い　

。
ま
た
、
新
発
見
の
史

15

料（
一
）・（
二
）は
虫
食
い
な
ど
が
な
く
、「
白
鶯
山
文
書
」で
判
読
で
き
な
い
文
字
や
、

「
白
鶯
山
文
書
」
の
翻
刻
ミ
ス
な
ど
を
正
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
貴
重
で
あ
る
。

　

さ
て
、
史
料（
一
）は
、
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
十
一
月
十
五
日
付
で
、
�
「
な

か
を
く
へ
い
の
こ
ほ
り
の
ち
し
き
た
う
た
う
の
事
」（
中
奥
閉
伊
郡
之
知
識
等
々
事
）

を
、「
さ
な
た
の
四
郎
さ
へ
も
ん
」（
真
田
四
郎
左
衛
門
）
に
今
年
よ
り
所
有
さ
せ
た

事
、
�
そ
の
権
利
を
さ
ら
に
二
迫
の
鶯
沢
住
人
の
木
仏
殿
に
、
真
田
四
郎
左
衛
門
が

史料（一）　「康暦２年11月15日付知識預状」

史料（二）　「応永25年９月４日付霞預状」
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預
け
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
大
き
さ
は
縦
三
二
・
五
×
横
四
三
・
五
セ
ン
チ
で
、

楮
紙
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

史
料（
二
）は
、
応
永
二
十
五
（
一
四
一
八
）
年
九
月
四
日
付
け
で
、
木
仏
殿
・
南

大
沢
秋
山
大
夫
殿
・
柳
目
源
内
二
郎
・
上
方
郷
八
幡
の
祢
宜
殿
・
あ
ね
ハ
も
て
き

（
姉
歯
茂
木
）
の
藤
平
郎
・
黒
瀬
鹿
島
大
夫
六
郎
・
鳥
屋
の
巫
女
に
預
け
て
い
た
霞
の

成
敗
権
を
真
田
氏
が
木
仏
殿
に
認
め
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
紙
は
楮
紙
で
、
そ

の
大
き
さ
は
三
二
・
五
×
六
二
・
三
セ
ン
チ
。
二
紙
を
継
い
で
い
る
。

　

な
お
、
史
料（
一
）・（
二
）で
権
利
を
付
与
さ
れ
た
木
仏
殿
と
は
、
先
述
の
白
鶯
氏

の
先
祖
で
、
鶯
沢
の
駒
形
神
社
の
神
主
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る　

。
16

　

そ
れ
ゆ
え
、
史
料（
一
）も（
二
）も
、
十
四
・
十
五
世
紀
の
中
世
羽
黒
修
験
の
霞
支

配
、
と
く
に
宮
城
県
北
部
に
お
け
る
霞
支
配
の
有
り
様
を
知
る
重
要
な
手
が
か
り
と

な
る
貴
重
な
中
世
文
書
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
の
「
玉
蔵
坊
文
書
」
の
世
界
を
理
解
す
る
う
え
で
、
す
で
に
知

ら
れ
て
い
る
次
の
二
通
の
中
世
文
書
は
示
唆
に
富
む
。
そ
こ
で
、
次
に
引
用
し
よ
う
。

史　

料（
三
）　
17

　
　
　
　
　
　
　

（
花
押
）

　

三
之
迫
惣
先
達
沢
之
芸
之
守
、
従 
せ
ん
き 
山
号
寺 
か
う 
有
、
是 
よ
つ
て 
、

（ 

先 

規 

） 

（
号
） 

（　

依　

）

 
せ
ん
れ
い 
の 
こ 
と
く
、
五 
ぢ
や
う
け
さ 
・ 
し
き
と
つ 
衣
入
峰
の 
と
も
か
ら 
ハ
於
子

（　

先　

例　

） 

（
如
） 

（　

条　

袈　

裟　

） 

（　

直　

綴　

） 

（　

輩　

）

孫
可
着
者
也

　

一　
 

さ
な
た 
の
四
郎 
さ
へ
も
ん 
た
ね
よ
り
、
此 
は
ん
き
や
う 
を 
も
た
す 
る
な
り
、

（ 

真 

田 

） 

（ 

左 

衛 

門 

） 

（　

判　

形　

） 

（　

持　

）

縦
此
子
孫
成
共
此
判
形
を 
も
た
す 
ハ
、
右
之 
け
さ 
・ 
こ
ろ
も 
着
へ
か
ら
す
、
仍
之

（ 

持 

ず 

） 

（
袈
裟
） 

（　

衣　

）

状
如
件

　
　
　
　
　

康
暦
二
年
十
一
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沢
ノ
き
の
か
み 

史　

料（
四
）　
18

　

三
之
迫
惣
先
達
沢 
き
た
か
ん 
成
沢
の
、
き
の
か
み 
も
た
す 
る 
か
す
み 
の
事
、

（　

北　

金　

） 

（　

持　

） 

（　

霞　

）

　
 

み
た
と
り 
・ 
あ
か
い
ち
こ 
・ 
ふ
し
わ
た
と 
・ 
す
へ
の 
・ 
あ
り
か
べ 

（ 

御 

田 

鳥 

） 

（　

赤　
　

兒　

） 

（　

藤　

渡　

戸　

） 

（ 

末 

野 

） 

（　

有　

壁　

）

　

右
六
ケ
所
於
代
 々

か
す
み 
た
る
へ
し
、 

せ
ん
れ
い 
よ
り 
あ
り  
き
た
る 
や
う
ニ
、

（　

霞　

） 

（　

先　

例　

） 

（
在
） 

（　

来　

）

 
し
お
き
と
う 
、
可
被
仕
候
、
為
其
判
形
相
渡
置
候
、
仍
之
状
如
件

（　

仕　

置　

等　

）

　
　
　
　
　
　

応
永
二
十
年
九
月
七
日　

（
花
押
）

　

史
料（
三
）は
、
三
迫
（
現
在
の
金
成
町
）
に
所
在
し
た
清
浄
院
の
文
書
の
一
つ
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
康
暦
二
（
一
三
八
〇
）
年
十
一
月
十
五
日
付
で
、
三

迫
の
惣
先
達
沢
之
芸
之
守
（
金
成
沢
紀
伊
守
宥
義
）
に
対
し
て
、
そ
の
子
孫
が
入
峰

す
る
際
、
先
例
の
よ
う
に
五
条
袈
裟
と
直
綴
を
着
る
こ
と
を
許
可
し
、
そ
の
証
明
を

授
与
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

史
料
（
四
）
は
、
応
永
二
十
（
一
四
一
三
）
年
九
月
七
日
付
で
、
三
迫
の
惣
先
達

沢
之
芸
之
守
（
金
成
沢
紀
伊
守
宥
義
）
に
対
し
て
、
先
例
に
ま
か
せ
て
御
田
鳥
（
現
、

若
柳
町
）、
赤
兒
、
藤
渡
戸
、
末
野
、
有
壁
（
以
上
、
現
、
金
成
町
）
な
ど
六
所
（
一

箇
所
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
金
成
で
あ
る　

）
の
霞
支
配
を
認
め
て
い
る
。

19

　

史
料（
三
）・（
四
）と
史
料（
一
）・（
二
）と
を
写
真
な
ど
で
比
較
す
る
と
、「
花
押
」

を
異
に
す
る
。
し
か
し
、
発
給
者
は
真
田
（
種
頼
カ
）
の
は
ず
で
あ
る　

。
ま
た
、
史

20

料（
一
）と
史
料（
三
）は
同
一
日
付
で
出
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

史
料（
四
）は
、
あ
り
ふ
れ
た
霞
の
安
堵
状
で
あ
る
が
、
史
料（
三
）は
非
常
に
め
ず

ら
し
い
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
う
え
で
次
の
「
安
永
風
土

記
」　

の
清
浄
院
に
関
す
る
記
事
は
参
考
に
な
る
。

21

史　

料（
五
）　
22

（
中
略
）
北
金
成
澤
と
申
所
ニ
住
居
仕
候
、
文
和
年
中
社
家
職
奉
幣
仕
修
験
と
相
成
、

永
和
二
年
ニ
帰
国
仕
、
八
幡
社
金
田
寺
と
申
候
天
台
寺
跡
ニ
被
移
、
右
寺
号
相
名
乗
、

康
暦
二
年
七
月
羽
黒
山
ニ
入
峰
仕
、寺
号
御
免
被
成
八
幡
山
金
田
寺
紀
伊
守
宥
義
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と
称
、
補
任
頂
戴
仕
、
同
十
一
月
十
五
日
三
迫
惣
先
達
ニ
被
仰
候
、
往
古
よ
り
寺

山
号
茂
有
之
候
ニ
付
、
子
孫
代
ニ
初
入
峰
よ
り
第
一
六
度
昇
進
法
印
官
之
衣
躰

五
条
袈
裟
直
綴
衣
入
峰
よ
り
御
免
被
成
下
天
台
寺
跡
之
任
先
例
ニ
而
永
々
着
用

可
仕
旨
羽
黒
一
山
之
御
目
代
真
田
四
郎
左
衛
門
尉
種
頼
御
真
筆
御
印
証
被
下
候

　

史
料（
五
）の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
金
田
社
の
神
主
清
原
成
隆
よ
り
一
二

代
目
に
あ
た
る
紀
伊
守
行
隆
ま
で
、
北
金
成
澤
と
申
所
に
住
ん
で
い
た
。
行
隆
は
、

文
和
年
中
（
一
三
五
二 
― 
五
六
）
に
社
家
に
奉
仕
し
つ
つ
も
、
修
験
と
な
り
、
永
和

二
（
一
三
七
六
）
年
に
は
帰
国
し
て
、
八
幡
社
金
田
寺
と
申
す
天
台
寺
の
跡
に
移
っ

た
。
金
田
寺
と
い
う
寺
号
を
名
乗
り
、
康
暦
二
（
一
三
八
〇
）
年
七
月
羽
黒
山
に
入

峰
し
、
寺
号
を
許
可
さ
れ
、
八
幡
山
金
田
寺
紀
伊
守
宥
義
と
称
、
補
任
を
頂
戴
し
た
。

同
十
一
月
十
五
日
三
迫
惣
先
達
に
仰
せ
ら
れ
た
。
往
古
よ
り
寺
号
も
山
号
も
有
る
の

で
、
子
孫
の
代
に
は
初
入
峰
よ
り
十
六
才
で
の
得
度
、
昇
進
、
法
印
官
の
衣
躰
で
あ

る
五
条
袈
裟
・
直
綴
衣
を
入
峰
よ
り
許
可
さ
れ
た
。
天
台
寺
跡
の
先
例
に
任
せ
、
五

条
袈
裟
・
直
綴
衣
を
永
く
着
用
す
る
よ
う
、
羽
黒
一
山
の
御
目
代
で
あ
る
真
田
四
郎

左
衛
門
尉
種
頼
か
ら
の
御
真
筆
の
御
印
証
を
下
さ
れ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
「
安
永
風
土
記
」
は
、
史
料（
三
）の
内
容
を
補
足
し
て
い
る
。

宛
名
の
「
沢
き
の
か
み
」
と
は
、
清
原
紀
伊
守
行
隆
の
こ
と
で
、
行
隆
は
康
暦
二
年

七
月
に
羽
黒
山
に
登
っ
て
入
峰
し
、
八
幡
山
金
田
寺
紀
伊
守
宥
義
と
称
し
、
同
年
十

一
月
十
五
日
に
は
三
迫
惣
先
達
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
は
伝
わ
っ
て
い
な
い

が
、
真
田
種
頼
が
、
八
幡
山
金
田
寺
紀
伊
守
宥
義
を
康
暦
二
年
十
一
月
十
五
日
付
で

三
迫
惣
先
達
に
任
命
し
た
史
料
の
存
在
も
推
測
さ
れ
る
。

　

と
く
に
、
こ
こ
で
は
三
迫
惣
先
達
八
幡
山
金
田
寺
紀
伊
守
宥
義
（
清
原
行
隆
）
が
、

文
和
年
中
（
一
三
五
二 
― 
五
六
）
に
修
験
と
な
り
、
康
暦
二
年
七
月
に
羽
黒
山
に

登
っ
て
入
峰
し
て
い
る
よ
う
に
、
羽
黒
山
の
修
験
の
教
線
が
南
北
朝
期
に
宮
城
県
北

部
に
及
ん
で
い
た
点
に
注
意
を
喚
起
し
た
い
。
以
上
を
踏
ま
え
て
史
料（
一
）・（
二
）

を
見
直
し
て
み
よ
う
。 

第
二
章　

新
発
見
史
料
の
語
る
も
の

　

ま
ず
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
発
給
者
で
あ
る
真
田
四
郎
左
衛
門
で
あ
る
。
史
料

（
三
）の
解
釈
を
通
じ
て
、
史
料（
一
）は
、
史
料（
三
）と
同
一
年
月
日
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
真
田
四
郎
左
衛
門
は
、
真
田
た
ね
よ
り
（
種
頼
カ
）
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
史
料（
一
）か
ら
、
真
田
種
頼
は
、「
な
か
を
く
へ
い
の
こ
ほ
り
の
ち
し
き
た
う

た
う
の
事
」（
中
奥
閉
伊
郡
之
知
識
等
々
事
）
の
権
利
を
、
康
暦
二（
一
三
八
〇
）年
に
持
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
中
奥
と
い
う

の
は
、
岩
手
南
部
か
ら
宮
城
県
北
部
を
指
し
、
閉
伊
郡
に
二
迫
・
三
迫
な
ど
も
入
る　

。
23

　

と
こ
ろ
で
、「
ち
し
き
と
う
と
う
」
と
い
う
の
は
、「
地
敷
堂
塔
」
と
か
に
当
て
る
説

も
あ
る
が
、
一
応
、「
知
識
等
々
」
と
し
て
、
霞
と
同
義
と
考
え
ら
れ
て
き
た　

。
す
な

24

わ
ち
、修
験
の
縄
張
り
の
一
種
と
さ
れ
て
き
た
。周
知
の
よ
う
に
、修
験
者
た
ち
は
、領

域
を
極
め
て
、
そ
の
域
内
の
檀
那
へ
の
守
札
の
配
布
や
檀
那
を
率
い
て
の
羽
黒
参
拝
、

宿
坊
手
配
な
ど
の
権
利
を
有
し
、
そ
の
領
域
を
霞
と
か
檀
那
場
と
呼
ん
で
い
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
史
料（
一
）の
知
識
を
霞
と
同
義
と
す
る
説
も
説
得
力
を
有
す
る
が
、

疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
史
料（
四
）で
は
、
応
永
二
十
（
一
四

一
三
）
年
九
月
七
日
付
で
、
真
田
氏
が
「
霞
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
同
一
人
が
、
同
一
地
域
内
の
権
利
を
、
別
の
表
現
を
使
っ
た
と
す
れ
ば
、
別

の
内
容
を
示
し
て
い
る
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。

　

と
く
に
、
真
田
氏
が
有
し
て
い
た
権
利
は
、
史
料（
三
）か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
五

条
袈
裟
と
直
綴
の
着
用
許
可
権
も
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
康
暦
二
年
に
真
田
氏

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
の
は
、
霞
支
配
の
み
な
ら
ず
、
五
条
袈
裟
と
直
綴
の
着
用
許

可
権
も
含
む
広
い
権
限
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
知
識
」
と
い
っ
た
表
現
が
な
さ
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
真
田
四
郎
左
衛
門
に
つ
い
て
は
、「
白
鶯
山
文
書
」
の
分
析
に
よ

り
、
こ
れ
ま
で
私
が
指
摘
し
て
き
た
羽
黒
山
の
真
田
氏
で
は
な
く
、
在
地
の
人
物
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
羽
黒
山
の
真
田
氏
は
本
家
（
真
田
七
郎
左
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衛
門
家
）
も
分
家
（
同
式
部
家
）
も
栗
原
郡
や
閉
伊
郡
に
は
霞
を
持
っ
て
い
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る　

。
25

　

だ
が
、
今
回
私
が
見
い
だ
し
た
史
料（
一
）・（
二
）が
、
真
田
七
郎
左
衛
門
家
の
子

孫
の
玉
蔵
坊
に
伝
来
し
た
事
実
自
体
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
「
白
鶯
山
文
書
」
に
見

ら
れ
た
真
田
左
衛
門
が
、
羽
黒
妻
帯
修
験
の
ト
ッ
プ
に
立
つ
真
田
氏
の
先
祖
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
よ
う
。

　

し
か
も
、
従
来
、
知
ら
れ
て
い
る
羽
黒
山
の
霞
関
係
の
史
料
の
中
に
次
の
よ
う
な

注
目
す
べ
き
史
料
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

史　

料（
六
）　
26

　
　
　
　

證
文
之
事

一
、
奥
州
南
部
之
内

 

　

閉
伊
四
拾
八
郷

一
、
同　

大
島
之
内

 

　

遠
島
六
拾
六
郷　

石 
こ
ち 　

石
之
森
迄

（ 

越 

）

一
、
同　

葛
西
之
内

 

　
 

小 
鹿
三
拾
三
郷

（
男
）

 

　

二
ノ
迫
四
十
八
郷

 

右
者
無
残
處
、
御
師
・
在
庁
役

一
、
同　

葛
西
之
内

 

　

気
仙　

本
吉　

壱
ノ
迫　

三
ノ
迫　

無
能

　

右
者
無
残
處
、
在
庁
役

先
規
之
通
相
違
有
間
敷
も
の
也

寛
文
十
三
癸
丑 

九
月
廿
五
日

　
　
　
　
　

羽
黒
山
執
行
尊
重
院
圭
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

在
廳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
田
七
郎
左
衛
門 

　

史
料（
六
）は
、
寛
文
十
三
（
一
六
七
三
）
年
九
月
二
十
五
日
付
で
、
羽
黒
山
執
行

尊
重
院
圭
海
が
、
在
庁
真
田
七
郎
左
衛
門
に
陸
奥
国
内
に
あ
る
霞
の
権
限
（
在
庁

役
・
御
師
役
に
区
分
さ
れ
る
）
を
「
先
規
の
と
お
り
」
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
尊
重

院
圭
海
は
、
将
軍
家
継
の
生
母
、
宝
樹
院
増
山
氏
の
弟
で
あ
る
。
史
料（
六
）が
出
さ

れ
た
背
景
に
は
、
以
下
の
事
情
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
寛
文
十
一
（
一
六
七
一
）

年
に
、
奥
州
南
部
領
内
の
本
山
派
修
験
、
大
徳
院
・
安
楽
院
・
一
明
院
ら
三
人
が
、

本
山
派
の
霞
で
あ
る
南
部
領
内
の
羽
黒
修
験
が
本
山
派
の
支
配
に
従
わ
な
い
の
は
、

公
儀
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
も
の
だ
と
幕
府
に
訴
え
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
圭
海
は

直
ち
に
答
弁
書
を
提
出
し
て
抗
議
し
、一
山
の
役
僧
を
上
府
さ
せ
て
法
廷
で
争
っ
た　

。
27

す
な
わ
ち
、
奥
州
の
霞
支
配
に
動
揺
が
走
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
圭
海
は
真

田
氏
に
安
堵
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
史
料（
六
）に
見
え
る
在
庁
役
と
い
う

の
は
、
守
札
の
発
行
権
、
霞
内
に
居
住
す
る
修
験
に
対
す
る
支
配
権
や
宿
坊
権
で
あ

り
、
御
師
役
と
い
う
の
は
、
配
札
や
山
先
達
を
内
容
と
す
る　

。
28

　

そ
し
て
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
真
田
七
郎
左
衛
門
に
安
堵
さ
れ
た
霞
の
領
域
内
に
、

史
料（
一
）・（
二
）の
領
域
が
含
ま
れ
る
「
二
ノ
迫
四
十
八
郷
」
や
、
史
料（
三
）・（
四
）

の
領
域
で
あ
る
「
三
ノ
迫
」
な
ど
が
入
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、「
先
規
の
と
お

り
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
権
利
は
以
前
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
寛
文

十
三
年
以
前
に
、
真
田
七
郎
左
衛
門
は
、
栗
原
郡
な
ど
に
霞
を
有
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
従
来
は
、
史
料（
一
）・（
二
）が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
中
世
に
お
け

る
真
田
氏
に
よ
る
霞
支
配
が
疑
問
視
さ
れ
て
き
た　

。
だ
が
、
近
世
の
、
そ
う
し
た
権

29

利
こ
そ
は
、
史
料（
一
）―（
四
）に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
真
田
四
郎
左
衛
門
の
権
利
に
ま

で
遡
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
従
来
の
指
摘
に
は
従
え
な
い
。

　

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
霞
の
範
囲
で
あ
る
。
史
料（
二
）に
よ
り
、
応
永
二
十
五

（
一
四
一
八
）
年
段
階
に
お
い
て
木
仏
殿
が
ど
の
範
囲
の
霞
を
成
敗
す
る
こ
と
に

な
っ
た
か
が
わ
か
る
。
と
く
に
、
木
仏
殿
は
惣
先
達
と
し
て
複
数
の
先
達
を
、
霞
支

配
を
通
じ
て
、
配
下
に
入
れ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
世
鶯
沢

で
の
羽
黒
山
の
霞
支
配
は
、

― (25) 252 ―



羽黒修験の中世史研究 ―― 松尾

― (26) 251 ―



山形大学大学院社会文化システム研究科紀要　創刊号　2005.３

真
田
氏 
―
― 
木
仏
殿 　
　
 

秋
山
大
夫
殿

　
　
　
 　
　
 　
　
　
 　
　
 

柳
目
源
内
二
郎

　
　
　
 　
　
 　
　
　
 　
　
 

あ
ね
ハ
も
て
き
（
姉
歯
茂
木
）

　
　
　
 　
　
 　
　
　
  

　
　
　
 　
　
 　
　
　
 　
　
 

の
藤
平
郎

　
　
　
 　
　
 　
　
　
 　
　
 

黒
瀬
か
し
ま
の
大
夫
六
郎

　
　
　
 　
　
 　
　
　
 　
　
 

鳥
屋
の
み
こ
（
巫
女
）

と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

と
す
れ
ば
、
羽
黒
山
（
真
田
氏
）
―
― 
惣
先
達
（
木
仏
殿
）
―
― 
先
達
（
秋
山
大

夫
殿
ほ
か
）
―
― 
一
般
の
道
者
と
い
う
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
史
料（
三
）・（
四
）で

触
れ
た
三
迫
の
宥
義
も
惣
先
達
と
し
て
、
他
の
先
達
を
配
下
に
い
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
木
仏
氏
は
白
鶯
氏
の
先
祖
で
、
鶯
沢
の
駒
形
神
社
の
神
主
で
も

あ
っ
た
。
先
達
の
上
方
氏
は
留
守
氏
の
家
臣
で
、
南
北
朝
期
の
吉
良
・
畠
山
の
合
戦

で
功
を
挙
げ
、
二
迫
の
三
国
郷
を
賜
り
、
上
方
氏
の
祖
と
な
っ
た
人
物
の
子
孫
と
考

え
ら
れ
、
二
迫
八
幡
の
岩
崎
八
幡
社
神
官
で
も
あ
っ
た　

。
他
の
秋
山
氏
、
柳
目
氏
、

30

茂
木
氏
、
黒
瀬
氏
、
鳥
屋
氏
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
一
面
に

お
い
て
、
神
官
あ
る
い
は
巫
女
で
も
あ
る
先
達
（
修
験
）
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る　

。
31

　

と
こ
ろ
で
、
史
料（
二
）に
見
え
る
霞
を
地
図
に
落
と
し
て
み
た
の
が
図
で
あ
る
。

図
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
鶯
沢
町
、
栗
原
町
、
一
迫
町
な
ど
に
わ
た
っ
て
い
る
。
と
く
に
、

二
迫
川
沿
い
の
袋
、
島
廻
、
桜
田
・
泉
沢
・
黒
瀬
な
ど
や
、
熊
川
沿
い
の
栗
原
・
姉

歯
な
ど
、
長
崎
川
沿
い
の
柳
目
な
ど
、
川
沿
い
に
展
開
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
先
述
し
た
、
史
料（
四
）の
三
迫
の
惣
先
達
金
成
沢
紀
伊
守
宥
義
の
霞
の
場

合
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
赤
兒
、
藤
渡
戸
、
末
野
、
有
壁
な
ど
は
近
世
の
村
名
で
、
中

世
で
は
郷
名
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る　

。
金
成
、
御
田
鳥
は
三
迫
川
沿
い
に
、
赤
兒
、

32

藤
渡
戸
、
末
野
は
金
流
川
沿
い
に
、
有
壁
は
有
馬
川
沿
い
の
地
で
あ
る　

（
図
参
照
）。

33

　

す
な
わ
ち
、
羽
黒
修
験
の
霞
の
展
開
も
河
川
を
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

交
通
の
発
達
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
中
世
に
お
い
て
、
陸
路
よ
り
も
海
上
・
河
川
交

通
の
方
が
大
い
に
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
た
が
、
羽
黒
修
験
も
河
川
交
通
を
利
用

し
て
、
霞
支
配
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
そ
う
し

た
川
沿
い
に
中
世
村
落
が
展
開
し
、
霞
が
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
お

わ

り

に

　

以
上
、
新
発
見
の
二
点
の
中
世
文
書
の
紹
介
し
、
既
知
の
二
点
の
中
世
文
書
も
援

用
し
つ
つ
、
中
世
に
お
け
る
羽
黒
修
験
の
霞
場
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
注

目
さ
れ
る
の
は
、
二
迫
の
木
仏
殿
や
三
迫
の
宥
義
の
よ
う
に
、
南
北
朝
期
に
羽
黒
修

験
の
配
下
に
入
っ
て
い
く
人
々
の
存
在
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
世
に
お
い
て
羽
黒

山
に
よ
る
里
修
験
（
地
域
修
験
）
の
組
織
化
が
窺
わ
れ
る
。

　

従
来
、
羽
黒
修
験
と
い
え
ば
、
近
世
が
思
い
出
さ
れ
が
ち
で
あ
る　

が
、
中
世
、
と

34

く
に
南
北
朝
期
に
、
羽
黒
山
に
よ
る
里
修
験
の
組
織
化
が
な
さ
れ
て
い
た
の
は
確
実

で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
初
期
ま
で
の
羽
黒
山
は
、
地
方
有
力
官
僧
寺
院
、
鎌
倉
幕
府
祈

祷
所
と
し
て
幕
府
の
保
護
を
受
け
て
い
た
が
、
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
は
、
鎌

倉
末
・
南
北
朝
期
の
動
乱
に
よ
っ
て
、
地
方
武
士
に
よ
る
寺
領
の
押
領
が
続
い
た
。

そ
う
し
た
結
果
、
羽
黒
山
は
修
験
の
霞
支
配
に
一
層
力
を
入
れ
、
地
方
の
霞
の
開
拓

に
努
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
本
文
で
論
じ
た
三
迫
惣
先
達
八
幡
山
金
田
寺
紀
伊
守
宥
義
の
ケ
ー
ス

も
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
三
迫
有
賀
村
の
羽
黒
派
大
昌
院
の
場
合
も
、
永
和
年
中
（
一

三
七
五 
― 
七
九
）
に
衰
退
し
た
普
養
教
寺
が
、
明
徳
元
（
一
三
九
〇
）
年
に
羽
黒
派

修
験
の
院
と
し
て
再
興
さ
れ
た
と
い
う　

。
二
迫
の
栗
原
村
の
和
合
院
も
明
徳
四
（
一

35

三
九
三
）
年
に
羽
黒
派
の
院
と
し
て
、
再
興
さ
れ
た　

。
よ
り
古
い
事
例
と
し
て
は
、

36

三
迫
沢
部
に
あ
っ
た
羽
黒
派
の
教
学
院
は
、
但
馬
国
の
鈴
木
重
長
（
一
三
二
一
年
死

去
）
が
、
文
永
八
（
一
二
七
一
）
年
に
但
馬
国
を
出
て
諸
国
修
行
し
、
当
地
に
来
て

修
験
と
し
て
、
安
聖
院
重
亮
と
な
っ
て
（
教
学
院
を
）
建
て
た　

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

37

鎌
倉
後
期
に
三
迫
の
羽
黒
修
験
化
が
見
い
だ
せ
る
。
さ
ら
に
、
先
述
の
よ
う
に
、
真
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田
氏
の
先
祖
自
身
も
鎌
倉
期
に
奥
州
の
玉
造
郡
を
中
心
と
す
る
霞
場
を
開
拓
し
、
玉

造
坊
と
称
し
た
。
名
取
の
熊
野
神
宮
も
、
南
北
朝
期
に
は
羽
黒
修
験
の
拠
点
で
あ
っ

た
可
能
性
も
あ
る
と
い
う　

。
38

　

そ
れ
ゆ
え
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期
こ
そ
は
、
羽
黒
修
験
の
東
北
地
域
へ
の
展

開
期
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
雲
景
が
貞
和
五
（
一
三
四
九
）
年

に
「
未
来
記
」
を
朝
廷
（
北
朝
）
に
提
出
し
た
話
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
そ
の
範
囲
は
、

関
西
に
ま
で
も
及
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
近
世
に
な
る
と
、
江
戸
幕
府
が
修
験
を
本
山
派
と
当
山
派
に
帰
属
さ

せ
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
羽
黒
修
験
は
、
本
山
派
や
当
山
派
の
修
験
の
勢
力
拡
大
に

押
さ
れ
、
羽
黒
山
は
関
東
以
北
の
修
験
本
山
と
し
て
勢
力
圏
を
制
限
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
最
た
る
も
の
は
、
貞
享
元
（
一
六
八
四
）
年
の
幕
府
裁
定
で
あ
る
。
天
和
元

（
一
六
八
一
）
年
に
は
、
仙
台
の
良
覚
院
（
本
山
派
）
か
ら
、
牡
鹿
・
志
田
・
玉
造
・

遠
田
・
登
米
・
桃
生
・
栗
原
・
磐
井
・
本
吉
・
気
仙
・
江
刺
・
胆
沢
の
十
二
郡
は
、

聖
護
院
宮
の
許
状
に
よ
っ
て
わ
れ
ら
の
霞
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
中
に
居
住
す
る
か
ら

に
は
羽
黒
山
伏
と
い
え
ど
も
、
わ
れ
ら
に
役
銭
を
納
め
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
そ
れ

を
怠
る
の
は
不
届
き
だ
と
申
し
か
け
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
羽
黒

山
は
幕
府
に
訴
え
た
が
、
貞
享
元
年
に
は
羽
黒
山
伏
で
本
山
派
の
霞
場
に
居
住
す
る

者
は
本
山
派
の
年
行
事
の
支
配
を
受
け
よ
と
の
裁
定
が
下
っ
た　

。
こ
の
よ
う
に
本

39

山
派
に
押
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
史
料（
二
）で
出
て
き
た
羽
黒
派
修
験
の

霞
場
で
あ
っ
た
三
迫
鳥
屋
に
も
、本
山
派
の
修
験
寺
院
が
で
き
て
い
る　

。
こ
の
よ
う

40

に
、
近
世
は
、
羽
黒
修
験
の
勢
力
が
制
約
さ
れ
て
い
く
時
期
（
江
戸
は
別
と
し
て
）

と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
仮
説
を
提
起
し
て
本
稿

を
お
え
よ
う
。 

１　

戸
川
安
章
『
羽
黒
山
山
伏
と
民
間
信
仰
』（
ふ
み
や
書
店
、
一
九
五
〇
）、『
修
験

道
と
民
俗
』（
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
二
）、『
出
羽
三
山
の
ミ
イ
ラ
』（
中
央
書
院
、

一
九
七
四
）、『
新
版
出
羽
三
山
修
験
道
の
研
究
』（
佼
成
出
版
社
、
一
九
九
一
）。

ま
た
、
戸
川
氏
の
研
究
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
三
山
関
係
の
資
料
集
『
神
道
大

系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
七
二
）
や
『
羽
黒
町

史　

上
巻
』（
羽
黒
町
、
一
九
九
一
）
が
出
て
い
る
。
岩
鼻
通
明
『
出
羽
三
山
信
仰

の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』（
名
著
出
版
、
一
九
九
二
）。

２　

伊
藤
清
郎
『
霊
山
と
信
仰
の
世
界
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
）。
入
間
田
宣

夫
「
中
世
庄
内
の
文
化
と
教
育
」（『
山
形
県
地
域
史
研
究　

八
』、
一
九
八
三
）
は

羽
黒
山
を
総
合
大
学
と
位
置
づ
け
る
な
ど
興
味
ぶ
か
い
。

３　

官
僧
と
は
官
僚
僧
の
こ
と
。
官
僧
に
つ
い
て
は
拙
著
『
新
版
鎌
倉
新
仏
教
の
成

立
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
）
な
ど
参
照
。

４　

『
羽
黒
町
史
、
上
巻
』（
前
注
１
）、
三
七
〇
頁
。

５　

『
吾
妻
鏡
』
承
元
三
年
五
月
五
日
条
。

６　

「
雲
景
未
来
記
事
」『
太
平
記　

三
』
巻
二
七
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
）
五
九
頁
。

７　

鶴
岡
市
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
所
蔵
「
玉
蔵
坊
文
書
」。
二
〇
〇
四
年
十
月
七
・

八
日
、
二
〇
〇
五
年
一
月
二
十
一
・
二
十
二
日
に
鶴
岡
市
立
図
書
館
郷
土
資
料
室

に
行
き
羽
黒
山
関
係
資
料
を
調
査
し
た
。
そ
の
際
、「
羽
黒
山
玉
蔵
坊
文
書
」
を
閲

覧
し
た
。
本
調
査
の
際
に
鶴
岡
市
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
の
方
々
に
お
世
話
に

な
っ
た
。

８　

前
注
７
と
同
じ
。

９　

鶴
岡
市
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
の
秋
保
良
氏
と
星
野
正
紘
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

　
　

真
田
氏
に
つ
い
て
は
『
羽
黒
町
史　

上
巻
』（
前
注
１
）
三
七
一 
― 
三
七
六
頁

10
な
ど
参
照
。
家
は
、
二
階
付
き
の
長
屋
門
を
許
さ
れ
た
。
真
田
様
の
三
町
歩
屋
敷

と
称
せ
ら
れ
、
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
宅
地
と
、
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
地
続
き
の
山
が

あ
っ
た
。
亀
井
町
（
荒
町
と
も
い
う
）
の
天
羽
家
と
大
川
家
と
の
間
を
西
に
入
る

小
路
を
入
っ
た
つ
き
あ
た
り
に
二
階
建
て
の
長
屋
門
が
あ
っ
た
。
羽
黒
山
の
修
験
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者
は
、
後
継
者
と
な
る
長
男
が
生
ま
れ
る
と
、
そ
の
出
生
を
別
当
に
申
告
し
て
認

証
を
受
け
る
手
続
き
（
大
業
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
玉
蔵
坊
の
長
男

は
、
こ
の
手
続
き
が
済
む
と
、
十
五
歳
で
入
峰
修
業
を
す
る
と
き
に
は
、
二
回
以

上
入
峰
し
た
度
位
の
資
格
を
も
つ
者
と
同
じ
服
装
を
つ
け
て
、
小
木
先
達
の
次
席

に
着
座
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
本
来
な
ら
ば
隠
居
で
も
し
な
い
か
ぎ
り
一
生
勤
め

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
本
社
の
堂
番
を
、
酒
一
升
五
合
・
豆
腐
二
丁
・
銭
二
百
文
を
納

め
れ
ば
、
三
年
だ
け
勤
め
る
と
、
あ
と
は
勤
め
な
く
と
も
よ
か
っ
た
。
そ
の
か
わ

り
、
冬
峰
の
修
業
を
勤
め
る
二
人
の
長
老
山
伏
が
、
修
行
な
か
ば
で
死
亡
す
る
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
い
や
お
う
な
く
そ
の
日
か
ら
、
そ
の
人
物
の
代

役
を
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
羽
黒
山
の
祭
礼
日
に
境
内
へ
茶
店

や
見
世
物
小
屋
を
だ
し
、
賭
場
を
開
こ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
家
の
許
可
を
う
け

場
所
代
を
お
さ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　

真
田
氏
の
特
権
に
つ
い
て
は
、
戸
川
安
章
『
出
羽
修
験
の
修
行
と
生
活
』（
佼
成

11
出
版
社
、
一
九
九
三
）
五
七
・
五
八
頁
参
照
。

　
　

『
宮
城
県
史　

三
〇
』（
宮
城
県
、
一
九
六
五
）
二
七
八
・
二
八
七
頁
。

12
　
　

『
神
道
大
系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
前
注
１
）
五
四
二 
― 
五
四
四
頁
。

13
　
　

『
豊
田
武
著
作
集
八　

日
本
の
封
建
制
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
）
四
五
七
・

14
四
五
八
頁
。

　
　

東
大
史
料
影
写
本
「
白
鶯
山
文
書
」（
架
蔵
番
号
三
〇
七
一
、
二
三 
― 
一
七
）

15
に
は
、
木
仏
が
自
分
の
霞
場
を
書
き
上
げ
た
文
書
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
、「
一
、
南

大
沢
秋
山
大
夫
（
中
略
）、
一
、
鳥
屋
の
み
こ
（
中
略
）」
以
下
の
部
分
に
続
い
て
、

「
一
木
佛
自
分
、
も
ん
ち
（
文
字
）、
新
田
、
大
は
た
、
い
な
せ
き
、
飯
土
井
、
大
と
り
、

か
ミ
ま
ね
う
し
（
上
真
根
牛
）、
下
ま
ね
う
し
（
下
真
根
牛
）、
く
り
は
ら
（
栗
原
）、

と
み
、
い
り
さ
ハ
、
あ
き
の
り
（
秋
乗
）、
や
き
さ
ハ
、
う
く
い
さ
わ
（
鶯
沢
）、

高
松
、
太
田
、
い
り
さ
、
大
坪
、
い
上
十
五
ヶ
所
也
、 

都
合
三
十
五
ヶ
所
也
、

木
佛
（
花
押
）」（
丸
括
弧
の
部
分
は
松
尾
の
注
記
）
と
、
木
仏
殿
の
持
ち
分
の
霞

も
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

　
　

『
鶯
沢
町
史
』（
鶯
沢
町
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
七
八
）
一
七
二
頁
。
鶯
沢
の
現

16
地
調
査
に
際
し
て
、
坂
田
啓
氏
の
ご
教
示
・
ご
協
力
を
得
た
。

　
　

『
神
道
大
系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
前
注
１
）
五
四
六
頁
。
入
間
田
氏

17
か
ら
写
真
の
提
供
を
受
け
た
。

　
　

前
注　

。

18

17

　
　

『
か
す
む
こ
ま
が
た　

続
』（『
菅
江
真
澄
全
集　

十
二
』
未
来
社
、
一
九
八
一
、

19
三
三
頁
）
に
よ
れ
ば
、
天
明
六
年
三
月
四
日
、
清
浄
院
に
泊
ま
っ
た
菅
江
真
澄
は
、

清
浄
院
の
主
か
ら
の
聞
い
た
話
と
し
て
、
宥
義
が
金
成
な
ど
六
所
を
霞
と
し
て

賜
っ
た
と
記
し
て
い
る
。『
金
成
町
史
』（
金
成
町
史
編
纂
委
員
会
、
二
〇
〇
三
）

二
五
一
頁
な
ど
も
参
照
。

　
　

東
大
史
料
編
纂
所
影
写
本
「
白
鶯
山
文
書
」
に
よ
れ
ば
、
花
押
が
史
料（
三
）・

20（
四
）と
全
く
同
じ
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
酷
似
し
て
い
る
。
そ
の
差
は
影
写
の

際
に
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
史
料（
一
）・（
二
）と
史
料（
三
）・（
四
）と
で

は
花
押
を
異
に
す
る
。
そ
れ
は
、
史
料（
一
）・（
二
）が
控
え
で
後
世
に
花
押
が
据

え
ら
れ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
発
給
者
側
と
受
け
手
側
に
同
一
内
容

の
文
書
の
存
在
に
よ
り
、
そ
う
し
た
内
容
の
文
書
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
　

安
永
年
間
（
一
七
七
二 
― 
八
一
）
に
伊
達
藩
の
田
辺
玄
希
が
藩
領
の
村
々
を
調

21
査
し
、
編
纂
し
た
地
誌
で
、
藩
支
配
の
基
礎
資
料
と
な
っ
た
。
安
永
年
間
の
伊
達

藩
の
実
情
を
知
る
た
め
の
好
資
料
で
あ
る
（『
宮
城
県
史　

二
三
』「
安
永
風
土
記
」

の
解
題
参
照
）。

　
　

『
宮
城
県
史　

二
五
』（
宮
城
県
、
一
九
五
四
）
五
八
五
・
五
八
六
頁
。

22
　
　

入
間
田
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

23
　
　

伊
藤
『
霊
山
と
信
仰
の
世
界
』（
前
注
二
）
三
〇
頁
。

24
　
　

『
神
道
大
系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
前
注
１
）「
解
題
」
四
三
頁
。

25
　
　

『
神
道
大
系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
前
注
１
）
三
六
四
頁
。

26
　
　

『
神
道
大
系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
前
注
１
）「
解
題
」
三
〇
頁
。

27
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『
神
道
大
系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
前
注
１
）「
解
題
」
三
三
頁
。

28
　
　

『
神
道
大
系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
前
注
１
）「
解
題
」
三
四
頁
。

29
　
　

坂
田
啓
『
栗
原
郡
鶯
沢
の
歴
史
』（
今
野
印
刷
、
一
九
八
一
）
一
一
九 
― 
一
二

30
五
頁
。

　
　

鳥
屋
の
巫
女
は
、
鳥
屋
神
社
の
巫
女
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
坂
田
啓
氏
の
ご
教
示

31
に
よ
る
。
黒
瀬
氏
は
鹿
島
社
の
神
官
で
あ
ろ
う
。

　
　

『
宮
城
県
史　

二
五
』（
前
注　

）
所
収
の
「
安
永
風
土
記
」（
三
〇
六
頁
な
ど
）

32

22

に
よ
れ
ば
、
御
田
鳥
は
、
栗
原
郡
三
迫
有
賀
村
の
端
郷
の
名
と
し
て
、
赤
兒
、
藤

渡
戸
、
末
野
、
有
壁
は
い
ず
れ
も
栗
原
郡
三
迫
の
村
名
と
し
て
出
て
く
る
。
そ
れ

ら
の
位
置
関
係
は
『
金
成
町
史
』（
前
注　

）
一
三
頁
が
参
考
に
な
る
。
御
田
鳥
は

19

金
成
か
ら
若
柳
町
（
旧
、
有
賀
村
）
に
入
っ
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
あ
た
る
。
現
地

調
査
に
際
し
て
菅
原
昭
治
氏
の
ご
教
示
・
ご
協
力
を
得
た
。

　
　

『
金
成
町
史
』（
前
注　

）
一
三
、
二
〇
二
頁
参
照
。
も
っ
と
も
、
金
成
、
末
野
、

33

19

有
壁
は
奥
州
街
道
の
宿
場
で
も
あ
り
、
陸
路
の
面
で
も
交
通
の
要
衝
で
あ
る
。

　
　

従
来
、
知
ら
れ
て
い
る
も
っ
と
も
古
い
「
霞
状
」
は
、
出
羽
置
賜
郡
成
島
郷
居

34
住
の
末
派
修
験
山
城
坊
に
羽
黒
山
御
師
宝
寿
坊
慶
山
が
与
え
た
天
文
十
九
（
一
五

五
〇
）
年
の
も
の
だ
と
さ
れ
る
（
戸
川
安
章
『
出
羽
修
験
の
修
行
と
生
活
』〈
前
注

　

〉
一
四
五
頁
。

11

　
　

『
宮
城
県
史　

二
五
』（
前
注　

）
四
八
五
頁
。

35

22

　
　

『
宮
城
県
史　

二
五
』（
前
注　

）
四
六
二
頁
。

36

22

　
　

『
宮
城
県
史　

二
五
』（
前
注　

）
五
三
三
頁
。
管
見
に
及
ん
だ
最
も
古
い
事
例

37

22

は
、
三
迫
沢
辺
村
の
羽
黒
派
諦
円
坊
は
、
善
宥
が
久
寿
年
中
（
一
一
五
四 
― 
五

六
）
に
開
い
た
と
い
う
（『
宮
城
県
史　

二
五
』〈
前
注　

〉
五
三
一
頁
）。

22

　
　

入
間
田
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

38
　
　

『
神
道
大
系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
前
注
１
）「
解
題
」
三
〇
・
三
一
頁
、

39
三
五
六
頁
な
ど
参
照
。

　
　

『
宮
城
県
史　

二
五
』（
前
注　

）
四
七
〇
・
四
七
一
頁
。 

40

22

追　

記

M
iy
a
k
e

※
修
験
道
一
般
を
論
じ
、
羽
黒
修
験
に
も
言
及
し
た
以
下
の
書
物
、 
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さ
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Considering the Shugendo Center of Mount Haguro

in Medieval Times

MATSUO  Kenji

（Professor, Philosophy & Culture，Cultural System Course）

　Mount Haguro in Yamagata Prefecture is famous as a center of Shugendo. It was thought that 

Haguro Shugendo blossomed only since the sixteenth century.  In this paper, I introduce two 

medieval documents that I have newly found in the Sanada family documents in the Tsuruoka city 

library in Yamagata Prefecture. These two documents were issued by the officials of Mount Haguro.

　One is dated the fifteenth day of the eleventh month of 1380 and the other is dated the fourth day 

of the ninth month of 1418. Using these two documents and some other historical documents, I 

made it clear that the Shugendo of Mount Haguro began to be active after the fourteenth century. In 

conclusion, it played a great role in the medieval Shugendo world and competed with Kumano 

Shugendo. However, Haguro Shugendo was overshadowed by Kumano Shugendo during the Edo 

period, we should pay more attention to medieval Haguro Shugendo.
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